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一
、
問
題
の
所
在

源
氏
物
語
葵
巻
の
巻
頭
近
く
に
は
、
賀
茂
祭
の
御
禊
の
日
と
祭
当

日
が
描
か
れ
る
。
御
禊
の
日
の
場
面
は
車
争
い
が
後
の
生
霊
事
件
を

導
く
も
の
と
し
て
、
祭
当
日
の
場
面
は
後
の
光
源
氏
と
紫
の
上
と
の

結
婚
を
予
告
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
物
語
上
に
役
割
を
果
た

し
て
お
り
、
そ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
丁
寧
な
研
究
が
積
み
重
ね
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
斎
院
御
禊
に
光
源
氏
が
供
奉
し
た
と

描
か
れ
る
こ
と
の
意
味
は
、
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で

は
な
い
か
。

御
禊
の
日
の
行
列
に
つ
い
て
、
葵
巻
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

御
禊
の
日
、
上
達
部
な
ど
数
定
ま
り
て
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
わ

ざ
な
れ
ど
、
お
ぼ
え
こ
と
に
容
貌
あ
る
か
ぎ
り
、
下
襲
の
色
、

表
袴
の
紋
、
馬
、
鞍
ま
で
み
な
と
と
の
へ
た
り
。
と
り
わ
き
た

る
宣
旨
に
て
、
大
将
の
君
も
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
。

 

（
葵
②
二
〇
～
二
一
頁⎠

1
⎝

）

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
斎
院
御
禊
に
は
、
規
定
に
従
っ
て
、
複

数
人
の
上
達
部
が
供
奉
し
た
と
い
う
。「
大
将
の
君
」
つ
ま
り
光
源

氏
は
、
そ
の
規
定
の
人
数
の
う
ち
の
一
人
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
御
禊
の
日
に
お
け
る
光
源
氏
は
、
行
列
に
参
加
す
る
者
の
中

で
最
も
注
目
を
集
め
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
葵
上
の
女
房

た
ち
は
「
お
ほ
よ
そ
人
だ
に
、
今
日
の
物
見
に
は
、
大
将
殿
を
こ
そ

は
、
あ
や
し
き
山
が
つ
さ
へ
見
た
て
ま
つ
ら
ん
と
す
な
れ
」（
葵
②

二
一
頁
）
と
言
い
、
行
列
に
お
け
る
光
源
氏
の
様
子
は
、「
世
に
も
て

か
し
づ
か
れ
た
ま
へ
る
さ
ま
、
木
草
も
な
び
か
ぬ
は
あ
る
ま
じ
げ
な

り
」（
同
二
五
頁
）
と
、
異
常
と
も
言
え
る
ほ
ど
の
誉
め
ぶ
り
で
語
ら

源
氏
物
語
葵
巻
御
禊
の
日
の
大
将
供
奉

丸
山　

薫
代
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れ
る
。
鈴
木
日
出
男
氏
は
、「
衆
目
の
視
線
を
集
め
る
の
が
、
ま
ず
は

光
源
氏
の
存
在
と
な
っ
て
い
る
」「
源
氏
の
無
類
の
麗
姿
こ
そ
が
見

も
の
で
あ
っ
た⎠

2
⎝

」
と
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
に
光
源
氏
を
「
見
も
の
」

と
す
る
御
禊
の
日
だ
か
ら
こ
そ
、
六
条
御
息
所
の
人
目
を
忍
ん
で
の

見
物
と
、
普
段
は
ほ
と
ん
ど
外
出
し
な
い
葵
の
上
の
見
物
と
が
、
説

得
力
を
持
つ
。

大
将
兼
参
議
、
な
い
し
大
将
兼
中
納
言
で
あ
る
光
源
氏
が
新
斎
院

の
い
わ
ゆ
る
二
度
禊
に
供
奉
す
る
の
が
、
歴
史
上
の
現
実
の
規
定
と

照
ら
し
合
わ
せ
て
お
か
し
く
な
い
こ
と
は
、
第
二
節
で
確
認
す
る
よ

う
に
す
で
に
説
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
葵
巻
に
描
か
れ
る

光
源
氏
の
華
や
か
な
姿
は
、
そ
う
し
た
規
定
だ
け
で
説
明
で
き
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
第
二
節
で
は
、
新
斎
院
の
御
禊
を
め
ぐ
る
『
延
喜
式
』
の
記

述
等
を
見
た
上
で
、
史
実
と
照
ら
し
て
、
葵
巻
の
光
源
氏
の
供
奉
が
、

史
実
に
背
く
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
新
斎
院
の
御
禊
の
史
実
か
ら

だ
け
で
は
そ
の
華
や
か
さ
が
十
分
に
説
明
で
き
な
い
こ
と
を
見
る
。

第
四
節
で
は
、
例
年
の
御
禊
に
目
を
転
じ
る
が
、
例
年
の
御
禊
で
語

ら
れ
る
の
は
衛
門
府
、兵
衛
府
の
佐
、尉
と
い
っ
た
身
分
の
低
い
人
々

の
晴
れ
姿
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
そ
こ
で
第
五
節
で
は
、
祭
当

日
に
目
を
転
じ
、「
祭
の
使
」
と
呼
ば
れ
る
近
衛
府
使
を
見
、
葵
巻
御

禊
の
日
に
お
け
る
光
源
氏
の
姿
が
、「
祭
の
使
」
の
イ
メ
ー
ジ
に
近
い

こ
と
を
述
べ
る
。
最
後
に
、
第
六
節
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
光
源

氏
の
描
写
の
意
味
を
考
察
す
る
。

二
、
紫
野
院
入
り
前
の
御
禊
に
お
け
る
上
達
部
供
奉

葵
巻
で
は
、「
そ
の
こ
ろ
、
斎
院
も
お
り
ゐ
た
ま
ひ
て
、
后
腹
の
女

三
の
宮
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
」（
葵
②
二
〇
頁
）と
、斎
院
の
交
替
が
語
ら
れ
る
。

歴
史
上
、
新
し
く
卜
定
さ
れ
た
斎
院
は
、
卜
定
の
同
年
ま
た
は
翌
年

に
御
禊
を
行
っ
て
初
斎
院
入
り
し
、
卜
定
の
翌
々
年
に
は
、
三
年
の

斎
が
済
ん
だ
と
し
て
、
四
月
に
御
禊
を
行
っ
て
紫
野
院
入
り
、
賀
茂

祭
へ
の
参
加
を
果
た
す
。
そ
の
後
は
、
毎
年
四
月
に
御
禊
と
祭
へ
の

参
加
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
斎
院
に
関
わ
る
御
禊
に
は
、

初
斎
院
入
り
前
の
御
禊
、
卜
定
三
年
目
四
月
の
紫
野
院
入
り
前
の
御

禊
、
例
年
四
月
の
御
禊
の
三
種
類
が
あ
る
。

『
花
鳥
余
情
』
は
葵
巻
の
御
禊
の
日
に
つ
い
て
、
供
奉
の
上
達
部

の
人
数
等
を
根
拠
に
、
新
斎
院
の
卜
定
三
年
目
の
、
紫
野
院
入
り
前

の
御
禊
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

い
ま
此
巻
に
い
へ
る
は
野
宮
へ
入
給
は
ん
と
て
の
二
度
の
御
は

ら
へ
を
い
へ
り
そ
の
故
は
初
度
の
禊
に
は
勅
使
参
議
一
人
供
奉

す
二
度
禊
に
は
大
納
言
中
納
言
参
議
以
下
あ
ま
た
供
奉
す
毎
年

の
禊
に
は
公
卿
一
か
う
に
供
奉
せ
す
此
巻
云
御
禊
の
日
か
ん
た

ち
め
か
す
さ
た
ま
り
た
る
事
な
れ
と
か
た
ち
あ
る
を
え
ら
せ
給
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ふ
延
喜
式
に
二
度
の
禊
の
勅
使
に
は
大
納
言
中
納
言
各
一
人
参

議
二
人
四
位
五
位
各
四
人
す
へ
て
十
二
人
の
勅
使
な
り
こ
れ
を

か
す
さ
た
ま
る
と
い
へ
り
源
氏
の
大
将
は
参
議
二
人
の
中
な
る

へ
し
こ
れ
を
も
て
こ
れ
を
い
ふ
に
此
巻
に
い
へ
る
は
二
度
の
禊

う
た
か
ひ
な
き
物
也⎠

3
⎝

葵
巻
の
御
禊
で
は
「
上
達
部
な
ど
数
定
ま
り
て
仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ

わ
ざ
な
れ
ど
」（
葵
②
二
〇
頁
）
と
、
複
数
の
上
達
部
の
供
奉
が
描
か

れ
て
い
る
。
初
斎
院
入
り
前
の
御
禊
（「
初
度
の
禊
」）
は
上
達
部
は

勅
使
参
議
一
人
の
み
、
例
年
の
禊
で
は
公
卿
の
供
奉
は
な
い
か
ら
、

葵
巻
の
御
禊
は
紫
野
院
入
り
前
の
も
の
（「
二
度
の
禊
」）
だ
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
『
花
鳥
余
情
』
の
見
方
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。
例
年
の
御

禊
で
な
い
の
は
当
然
と
し
て
、上
達
部
の
供
奉
の
人
数
の
み
な
ら
ず
、

「
祭
の
ほ
ど
」（
葵
②
二
〇
頁
）
と
、
賀
茂
祭
の
文
脈
の
中
で
「
御
禊

の
日
」（
同
頁
）
が
描
か
れ
る
こ
と
か
ら
も
、
初
斎
院
入
り
前
の
御

禊
と
は
考
え
ら
れ
な
い⎠

4
⎝

。
初
斎
院
入
り
の
季
節
は
い
つ
と
決
ま
っ
て

い
ず⎠

5
⎝

、
そ
れ
に
対
し
紫
野
院
入
り
前
の
御
禊
は
、
例
年
の
賀
茂
祭
の

御
禊
の
日
の
拡
大
版
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
問
題
は
、
葵
巻
の
御
禊
を
卜
定
三
年
目
の
紫
野
院

入
り
前
の
御
禊
と
し
て
読
む
こ
と
を
前
提
と
し
た
上
で
、
そ
の
上
達

部
供
奉
の
規
定
や
史
実
の
み
に
よ
っ
て
、
葵
巻
の
御
禊
の
日
の
光
源

氏
の
描
写
が
説
明
で
き
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
葵
巻
の
御
禊
の

日
の
光
源
氏
は
、
見
物
す
る
人
々
に
と
っ
て
一
番
の
見
る
べ
き
対
象

と
し
て
華
や
か
に
描
か
れ
て
い
た
。こ
う
し
た
光
源
氏
の
晴
れ
姿
は
、

御
禊
の
上
達
部
供
奉
だ
け
で
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
延
喜
式
』
巻
六
「
斎
院
司
」
の
、
紫
野
院
入
り
前
の
御
禊
の
規

定
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

凡
斎
王
於
初
斎
院
三
年
斎
。
畢
其
年
四
月
始
将
参
神
社
。
先
擇

吉
日
。
臨
流
祓
禊
。︹
供
神
料
同
初
度
禊
。︺其
儀
。
斎
王
乗
輿
。

（
︙
中
略
︙
）
勅
使
大
納
言
。
中
納
言
各
一
人
。
参
議
二
人
。
四

位
。
五
位
各
四
人
。
内
侍
一
人
。
弁
一
人
。
外
記
。
史
各
一
人
。

太
政
官
史
生
一
人
。
弁
官
史
生
二
人
。
官
掌
一
人
。
神
祇
。
内

蔵
。
縫
殿
。
陰
陽
。
大
蔵
。
宮
内
。
大
膳
。
木
工
。
大
炊
。
主

殿
。
掃
部
。
造
酒
。
主
水
。
左
右
馬
等
官
省
職
寮
司
供
奉
。
禊

事
既
畢
賜
饌
并
禄
。︹
勅
使
已
下
五
位
已
上
内
蔵
寮
饗
之
。
六

位
已
下
大
膳
職
。︺
訖
即
廻
帰
。
便
留
野
宮
更
賜
禄⎠

6
⎝

。

斎
王
に
供
奉
す
る
行
列
の
中
に
、「
勅
使
大
納
言
。
中
納
言
各
一
人
。

参
議
二
人
」
が
見
え
る
。

ま
た
、『
西
宮
記
』
臨
時
五
「
初
斎
院
二
度
禊
」
に
は
、
次
の
よ
う

に
あ
る
。

入
紫
野
院
︹
四
月
禊
日
入
、︺
任
院
司
事
、

中
納
言
二
人
、
参
議
二
人
、︹
唐
鞍
、
或
倭
鞍
着
杏
葉
也
、︺
四
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位
四
人
、左
右
少
将
、左
右
衛
門
佐
各
一
人
、︹
已
上
倭
鞍
唐
尾
、︺

馬
寮
助
允
、
所
衆
六
人
如
例
、
院
司
供
奉⎠

7
⎝

、

こ
ち
ら
で
は
「
中
納
言
二
人
、
参
議
二
人
」
と
な
っ
て
い
て
、
多

少
の
違
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
納
言
、
参
議
が
四
人
供
奉
す
る
と

い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
る
。

新
斎
院
の
紫
野
院
入
り
前
の
御
禊
は
、
史
料
で
は
簡
単
な
記
載
し

か
な
い
場
合
が
多
い
。
以
下
、
多
少
な
り
と
も
上
達
部
供
奉
の
様
子

が
わ
か
る
も
の
を
挙
げ
て
い
く
。

Ａ　

十
二
日
丙
辰
。
賀
茂
斎
内
親
王
臨
鴨
水
修
禊
。
是
日
。
便

入
紫
野
斎
院
。
勅
大
納
言
正
三
位
兼
行
右
近
衛
大
将
源
朝
臣
定

監
禊
事
。 

（『
日
本
三
代
実
録
』
清
和
・
貞
観
三
年
四
月⎠

8
⎝

）

貞
観
元
年
（
八
五
九
）
十
月
五
日
に
卜
定
さ
れ
た
儀
子
内
親
王
の
も

の
。「
監
禊
事
」
を
勅
使
と
し
て
の
供
奉
と
捉
え
て
よ
い
か
は
疑
問

が
残
る
が
、
大
納
言
兼
大
将
の
源
定
が
御
禊
に
関
わ
っ
て
い
る
。

Ｂ　

十
一
日
甲
午
。
賀
茂
斎
内
親
王
臨
於
鴨
水
解
禊
。
即
便
入

紫
野
院
。
公
卿
及
所
司
供
事4

如
常
式
。
三
年
斎
之
後
。
去
年
可

入
野
宮
。
縁
穢
而
停
。
非
緩
也
。

（『
日
本
三
代
実
録
』
陽
成
・
元
慶
四
年
四
月
、「
事
」
は
国
史
大
系
頭
注

に
「
奉
」
を
類
聚
国
史
に
よ
り
改
め
た
と
あ
る
）

元
慶
元
年
（
八
七
七
）
二
月
十
七
日
に
卜
定
さ
れ
た
敦
子
内
親
王
の

も
の
。
紫
野
院
入
り
は
通
常
、
卜
定
を
第
一
年
と
し
た
と
き
の
第
三

年
に
行
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
第
四
年
で
あ
り
、
そ
の
事
情
が
説
明

さ
れ
て
い
る
。「
公
卿
及
所
司
」
の
供
奉
が
読
み
取
れ
る
。

Ｃ　

延
喜
五
年
四
月
十
日
、
左
大
臣
令
奏
陰
陽
寮
勘
申
斎
院
御

禊
日
云
々
、
定
十
八
日
、
十
七
日
中
納
言
藤
原
朝
臣
令
奏
斎
院

御
前
参
議
有
障
、
不
可
奉
仕
、
令
勘
先
例
、
元
慶
無
公
卿
御
前
、

寛
平
納
言
一
人
、
参
議
二
人
、
或
不
如
本
数
、
令
仰
云
、
前
例

或
有
不
満
数
、
雖
不
足
何
事
之
有
也
、

 

　
（『
西
宮
記
』
臨
時
五
「
初
斎
院
二
度
禊
」
裏
書
）

延
喜
三
年
（
九
〇
三
）
二
月
十
九
日
に
卜
定
さ
れ
た
恭
子
内
親
王
の

も
の
。
四
月
十
八
日
の
御
禊
の
前
日
に
な
っ
て
、「
斎
院
御
前
参
議
」

が
供
奉
で
き
な
く
な
り
、
先
例
を
調
べ
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
御
前
の
公

卿
は
規
定
の
人
数
に
満
た
な
く
て
も
よ
い
と
わ
か
っ
た
、
と
あ
る
。

勅
使
と
し
て
の
供
奉
を
、「
御
前
」
と
表
現
し
て
い
る
。

Ｄ　

十
四
日
、
︙
初
斎
院
御
禊
、
御
前
公
卿
大
夫
用
否
〘
杏
サ
〙葉

鞦
、

但
長
官
加
用
昌

形
尾
袋
、
自
余
如
尋
常
祭
儀
、

 

（『
貞
信
公
記
抄
』
延
長
二
年
（
九
二
四
）
四
月⎠

9
⎝

）

延
喜
二
十
一
年
（
九
二
一
）
二
月
二
十
五
日
に
卜
定
さ
れ
た
韶
子
内

親
王
の
も
の⎠

₁₀
⎝

。『
西
宮
記
』
に
も
引
用
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
御
前

公
卿
大
夫
」
の
鞍
の
装
束
が
確
認
で
き
る
。

Ｅ　

十
六
日
丙
午
。賀
茂
斎
院
選
子
内
親
王
従
大
膳
職
禊
東
河
。

入
紫
野
院
。
今
日
。
凶
会
日
也
。
中
納
言
為
光
為
前
駆
。
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（『
日
本
紀
略
』
貞
元
二
年
（
九
七
七
）
四
月
）

天
延
三
年
（
九
七
五
）
六
月
二
十
五
日
に
卜
定
さ
れ
た
選
子
内
親
王

の
も
の
。
中
納
言
為
光
が
「
前
駆
」
を
務
め
て
い
る
。
こ
の
「
前
駆
」

も
、「
勅
使
」
と
し
て
の
供
奉
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
紫
野
院
入
り
の
た
め
の
御
禊
に
お
け
る
公
卿
の
供

奉
は
確
認
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
記
述
は
簡
単
で
、
彼
ら
が
葵

巻
の
光
源
氏
の
よ
う
に
、
御
禊
の
行
列
の
「
見
も
の
」
と
し
て
華
や

か
に
見
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
選
子
内
親
王
の
長
い
斎
院
任
期
に
よ
り
『
小
右
記
』

や
『
御
堂
関
白
記
』
に
新
斎
院
の
記
事
が
残
ら
な
い
た
め
、
実
際
の

イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
む
こ
と
は
難
し
い
。
だ
が
、
近
衛
大
将
と
し
て
世

に
重
ん
じ
ら
れ
る
光
源
氏
の
晴
れ
姿
を
描
く
に
あ
た
り
、
兼
官
で
あ

る
参
議
も
し
く
は
中
納
言
と
し
て
の
役
目
を
描
く
の
が
適
当
で
あ
る

か
は
疑
問
で
あ
る
。
右
の
Ａ
の
例
を
、『
花
鳥
余
情
』
は
「
斎
院
御
禊

大
将
供
奉
の
例
な
り
」
と
し
て
引
い
て
い
る
。
確
か
に
、Ａ
の
例
で
、

大
納
言
兼
大
将
の
源
定
は
新
斎
院
の
御
禊
に
関
与
し
て
い
る
。だ
が
、

彼
は
翌
々
年
の
貞
観
五
年
正
月
三
日
に
五
十
九
歳
で
亡
く
な
っ
て
お

り
、
葵
巻
の
光
源
氏
と
は
ほ
ど
遠
い
。
光
源
氏
の
場
合
、
参
議
な
い

し
中
納
言
と
い
う
太
政
官
で
の
官
職
よ
り
も
、
近
衛
大
将
と
い
う
官

職
の
方
が
上
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
太
政
官
で
の
官
職
に
規
定

さ
れ
る
仕
事
は
、
大
将
と
い
う
華
や
か
さ
を
描
く
の
に
必
ず
し
も
適

し
て
い
な
い
。

私
は
こ
こ
で
、
光
源
氏
の
供
奉
が
規
定
を
越
え
た
も
の
だ
と
言
い

た
い
わ
け
で
は
な
い
。「
と
り
わ
き
た
る
宣
旨
に
て
、
大
将
の
君
も

仕
う
ま
つ
り
た
ま
ふ
」（
葵
②
二
一
頁
）
か
ら
は
、
規
定
の
人
数
の
公

卿
の
他
に
光
源
氏
が
供
奉
し
た
と
読
む
可
能
性
も
排
除
で
き
な
い

が
、
規
定
内
の
供
奉
と
し
て
、
光
源
氏
が
特
別
に
指
名
さ
れ
た
と
読

む
方
が
普
通
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
若
い
大
将
の
晴
れ
舞
台

と
い
う
物
語
の
中
で
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
新
斎
院
の
紫
野
院
入
り
前
の

御
禊
の
日
の
上
達
部
供
奉
で
は
な
い
、
も
っ
と
別
の
も
の
に
想
像
力

の
も
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

三
、
初
度
禊
の
場
合

前
節
で
は
、
葵
巻
の
御
禊
が
斎
院
卜
定
三
年
目
の
紫
野
院
入
り
前

の
御
禊
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
御
禊
の
日
の
光
源
氏
は
『
延

喜
式
』に
規
定
さ
れ
る
公
卿
の
勅
使
の
一
人
と
読
ま
れ
る
け
れ
ど
も
、

史
実
に
お
け
る
供
奉
の
公
卿
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
、
光
源
氏
の
晴
れ
姿

を
説
明
し
き
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。

そ
こ
で
本
節
で
は
、
卜
定
の
年
ま
た
は
翌
年
に
行
わ
れ
る
、「
宮
城

内
」
の
初
斎
院
に
入
る
際
の
御
禊
に
つ
い
て
、
簡
単
に
見
て
お
く
。

『
延
喜
式
』
巻
六
「
斎
院
司
」
に
「
凡
定
斎
王
畢
。
即
卜
宮
城
内

便
所
。
為
初
斎
院
。
即
先
臨
川
頭
。
祓
潔
乃
入
。」
と
あ
り
、
そ
の
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日
の
儀
式
が
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

至
于
期
日
。
斎
王
駕
車
赴
向
。
走
孺
十
人
。（
︙
中
略
︙
）
勅
使

参
議
一
人
。
院
別
当
一
人
。
五
位
四
人
。
六
位
四
人
並
前
駆
。

左
右
近
衛
。
左
右
兵
衛
各
二
人
。
左
右
門
部
各
二
人
。
左
右
火

長
各
十
人
供
奉
。
左
右
京
職
官
人
率
兵
士
已
上
迎
候
。
山
城
国

司
率
郡
司
候
京
極
路
。
弁
一
人
。
史
一
人
。
史
生
二
人
。
官
掌

一
人
。
率
供
奉
諸
司
。
就
禊
所
行
事
。
斎
王
到
幕
臨
流
而
禊
。

神
祇
官
中
臣
進
麻
。
宮
主
読
祓
詞
。
訖
即
賜
勅
使
已
下
饌
并
禄
。

︹
弁
官
録
見
参
。
付
院
別
当
。︺「
即
」
既
而
廻
帰
入
初
斎
院
。

即
卜
定
供
奉
井
立
賢
木
。

ま
た
、『
西
宮
記
』
臨
時
五
「
初
斎
院
二
度
禊
」
に
は
、
次
の
よ
う

に
あ
る
。

初
入
諸
司
、︹
定
行
事
上
卿
弁
左
右
衛
門
陣
権
宮
、︺
供
奉
参
議

一
人
、
左
右
衛
門
、
左
右
兵
衛
佐
尉
各
一
人
、
馬
助
允
次
使
、

所
御
前
六
人
、
本
宮
別
当
四
位
一
人
、
騎
馬
在
車
前
、
典
侍
等

供
奉
、
向
東
河
解
除
入
諸
司
、

『
花
鳥
余
情
』
も
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
や
は
り
公
卿
の
供
奉
は
参

議
一
人
の
み
で
あ
る
。

こ
の
初
斎
院
入
り
前
の
御
禊
の
勅
使
参
議
は
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ

た
か
。
詳
し
い
記
述
の
あ
る
史
料
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

二
日
庚
戌
。
定
初
斎
宮
初
斎
院
御
禊
御
前
次
第
使
等
。（
︙
中

略
︙
）
二
十
七
日
乙
亥
。
賀
茂
斎
内
親
王
御
禊
。
入
左
近
衛
府
。

 

（『
日
本
紀
略
』
安
和
元
年
（
九
六
八
）
十
二
月
）

右
は
、
康
保
五
年
＝
安
和
元
年
七
月
一
日
に
卜
定
さ
れ
た
尊
子
内
親

王
の
初
度
禊
の
記
述
で
あ
る
が
、
源
氏
物
語
以
前
の
史
料
で
初
度
禊

の
供
奉
の
様
子
が
窺
え
る
も
の
は
、
こ
の
程
度
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
例
年
の
御
禊
の
行
列
は
人
々
が
見
物
す
る
も
の
で
あ

り
、
紫
野
院
入
り
前
の
御
禊
の
行
列
も
見
物
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ

る
が
、
初
度
禊
は
、
見
物
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
の
か
微
妙
で
あ

る⎠
₁₁
⎝

。
少
な
く
と
も
、
紫
野
院
入
り
前
の
御
禊
に
比
べ
て
地
味
な
初
度

禊
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
葵
巻
御
禊
の
日
の
描
写
に
寄
与
し
た
と
は
考
え

に
く
い
。

四
、
例
年
の
御
禊
の
前
駆

第
二
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
新
斎
院
の
紫
野
院
入
り
の
た
め
の

御
禊
は
、
例
年
の
賀
茂
祭
の
御
禊
の
日
の
拡
大
版
と
し
て
あ
る
。
こ

う
し
た
性
格
に
鑑
み
れ
ば
、
例
年
の
御
禊
も
、
葵
巻
の
御
禊
の
日
の

行
列
を
理
解
す
る
上
で
の
助
け
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
本
節

で
は
、
例
年
の
賀
茂
祭
の
御
禊
に
つ
い
て
確
認
す
る
。

『
花
鳥
余
情
』
が
「
毎
年
の
禊
に
は
公
卿
一
か
う
に
供
奉
せ
ず
」

と
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
例
年
の
賀
茂
祭
の
御
禊
で
は
、
公
卿
が
行

列
に
加
わ
る
こ
と
は
な
い
。
代
わ
り
に
例
年
の
御
禊
の
日
の
行
列
で
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目
立
つ
の
は
、
衛
門
府
、
兵
衛
府
の
佐
、
尉
に
よ
る
「
前
駆
」
と
、

馬
寮
の
助
、
允
に
よ
る
「
次
第
使
」
で
あ
る
。

『
北
山
抄
』、『
西
宮
記
』、『
江
家
次
第
』
に
は
、
こ
れ
ら
の
前
駆
、

次
第
使
を
定
め
る
「
前
駆
定
」
の
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。『
北

山
抄
』
巻
一
「
中
申
日
賀
茂
祭
事
」
は
次
の
よ
う
に
記
す
。

前
十
許
日
差
禊
日
︹
午
日
修
禊
、有
未
日
例
、︺
前
駆
次
第
使
等
、

︹
参
議
書
之
、
不
差
自
志
転
尉
之
者
、︹
至
佐
不
然
、︺
一
上
若
有

障
、
以
次
人
差
奏
、︹
加
奏
一
上
有
障
之
由
、︺
令
蔵
人
奏
之
、

返
給
、
給
外
記
、

祭
の
日
の
十
日
前
頃
に
、
御
禊
の
日
お
よ
び
「
前
駆
次
第
使
等
」
を

定
め
る
。「
佐
」、「
尉
」、「
志
」
は
兵
衛
府
、
衛
門
府
の
二
、
三
、
四

等
官
で
あ
る
。
志
か
ら
尉
に
転
じ
た
者
は
指
名
し
な
い
が
、
志
か
ら

佐
へ
転
じ
た
者
は
除
外
し
な
い
事
な
ど
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
要
す
る

に
、
兵
衛
府
、
衛
門
府
の
佐
、
尉
が
前
駆
の
対
象
者
で
あ
る
。『
江

家
次
第
』
巻
六
の
「
御
禊
前
駆
定
」
項
で
は
寛
仁
三
年
四
月
十
日
の

も
の
を
書
式
の
例
と
し
て
載
せ
る
が
、
そ
こ
に
は
、「
賀
茂
斎
内
親
王

禊
日
前
駆
」
と
し
て
左
衛
門
佐
、
右
衛
門
権
佐
、
左
兵
衛
佐
、
右
兵

衛
佐
、
左
衛
門
権
大
尉
、
右
衛
門
権
少
尉
、
左
兵
衛
権
少
尉
、
右
兵

衛
権
少
尉
の
名
が
、「
次
第
使
」
と
し
て
右
馬
権
助
、
左
馬
権
少
允
の

名
が
あ
る
。
衛
門
府
、
兵
衛
府
の
佐
、
尉
の
中
か
ら
前
駆
が
、
馬
寮

の
助
、
允
の
中
か
ら
次
第
使
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

『
御
堂
関
白
記
』
や
『
小
右
記
』
の
御
禊
の
日
の
記
事
で
は
、前
駆
、

次
第
使
が
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
。『
御
堂
関
白
記
』を
見
て
み
よ
う
。

Ａ　

十
七
日
、
庚
午
、（
︙
中
略
︙
）
申
家
馬
者
左
衛
門
佐
（
源
）

兼
貞
・
右
衛
門
佐
（
藤
原
）
孝
忠
・
左
衛
門
尉
（
源
）
頼
信
・

右
衛
門
尉
（
×
督
）
守
親
・
左
兵
衛
佐
（
藤
原
）
朝
任
、所
御
前
、

木
工
允
（
橘
）
俊
孝
・
平
明
範
等
也
、為
見
物
、（
寛
弘
元
年
四
月
）

Ｂ　

十
一
日
、
壬
午
、
御
禊
如
常
、
出
立
右
兵
（
頼
宗
）・
左

兵
衛
佐
（
顕
信
）
等
、
見
物
、 

（
寛
弘
三
年
四
月
）

Ｃ　

十
七
日
、
癸
未
、
御
禊
見
物
、
右
兵
衛
佐
道
雅
着
織
物
袍

如
赤
色
、
衆
人
頗
奇
、
前
駆
右
衛
門
佐
代
内
匠
頭
藤
原
理
邦
、

次
第
使
本
者
申
障
代
右
馬
助
孝
義
、
右
衛
門
佐
依
四
位
、
本
人

不
奉
仕
、 

（
寛
弘
四
年
四
月
）

Ｄ　

十
六
日
、
丙
午
、
見
禊
、
上
達
部
多
被
来
、
顕
信
・
能
信

等
奉
仕
前
駆
、 

（
寛
弘
五
年
四
月
）

こ
れ
ら
に
お
い
て
道
長
は
、
自
分
に
近
し
い
人
間
が
前
駆
と
し
て
御

禊
に
奉
仕
す
る
こ
と
を
記
し
た
り
、
前
駆
の
人
の
衣
装
が
お
か
し
い

こ
と
を
記
し
た
り
し
て
い
る
。

『
大
鏡
』
に
は
、
若
き
日
の
頼
通
が
御
禊
の
前
駆
と
し
て
供
奉
す

る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。

今
の
関
白
殿
（
＝
頼
通
）、
兵
衛
佐
に
て
、
御
禊
に
御
前
せ
さ
せ

た
ま
へ
り
し
に
、
い
と
幼
く
お
は
し
ま
せ
ば
、
例
は
本
院
に
帰
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ら
せ
た
ま
ひ
て
、
人
々
に
禄
な
ど
た
ま
は
す
る
を
、
こ
れ
は
河

原
よ
り
出
で
さ
せ
た
ま
ひ
し
か
ば
、思
ひ
か
け
ぬ
御
こ
と
に
て
、

さ
る
御
心
ま
う
け
も
な
か
り
け
れ
ば
、
御
前
に
召
し
あ
り
て
、

御
対
面
な
ど
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、（
選
子
ガ
）
奉
り
た
ま
へ
り
け

る
小
袿
を
ぞ
、
か
づ
け
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
り
け
る
。

 

（『
大
鏡
』
師
輔
伝
、
一
五
九
頁
）

右
は
、
頼
通
が
兵
衛
佐
の
時
、
御
禊
の
前
駆
と
し
て
供
奉
し
た
が
、

幼
い
故
、
紫
野
院
へ
還
る
所
ま
で
供
奉
せ
ず
賀
茂
川
で
別
れ
て
帰
っ

た
た
め
に
、
選
子
が
機
転
を
き
か
せ
、
着
て
い
た
小
袿
を
そ
の
場
で

禄
と
し
て
与
え
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
選
子
を
称
え
る
文
脈
の

中
で
は
あ
る
が
、「
今
の
関
白
殿
」
の
若
か
り
し
日
の
姿
と
し
て
、
御

禊
の
前
駆
が
語
ら
れ
て
い
る⎠

₁₂
⎝

。

こ
う
し
た
御
禊
の
前
駆
は
、
例
年
の
御
禊
の
日
の
行
列
の
花
形
と

い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
下
級
官
人
の
た
め
の

花
形
で
し
か
な
い
。
も
し
身
分
の
高
い
人
物
の
事
跡
と
し
て
語
ろ
う

と
す
れ
ば
、
こ
の
『
大
鏡
』
の
頼
通
の
よ
う
に
、
ご
く
幼
い
年
齢
で

の
こ
と
と
し
て
語
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う

し
た
御
禊
の
前
駆
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
葵
巻
の
光
源
氏
の
姿
に
は
直
接

つ
な
が
ら
な
い
。

五
、「
祭
の
使
」
の
イ
メ
ー
ジ

第
二
節
で
、
新
斎
院
が
紫
野
院
に
入
る
際
の
御
禊
に
つ
い
て
、
行

列
へ
の
公
卿
の
参
加
は
儀
式
書
や
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
も
の
の
、

そ
れ
ら
の
公
卿
が
行
列
の
「
見
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
は
、残
さ
れ
た
史
料
か
ら
は
見
出
し
が
た
い
こ
と
を
確
認
し
た
。

前
節
で
は
、
例
年
の
御
禊
の
日
に
つ
い
て
、
行
列
に
供
奉
す
る
の
は

兵
衛
佐
な
ど
の
下
級
官
人
が
務
め
る
前
駆
で
あ
る
た
め
、
葵
巻
の
御

禊
の
日
の
光
源
氏
の
姿
に
は
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
を
見
た
。

そ
れ
で
は
、
葵
巻
の
御
禊
の
日
の
光
源
氏
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
何
に

由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
御
禊
か
ら
さ
ら
に
目

を
移
し
て
、
例
年
の
賀
茂
祭
当
日
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

賀
茂
祭
当
日
の
行
列
の
花
形
が
、「
祭
の
使
」
と
呼
ば
れ
る
近
衛
府

の
使
で
あ
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
近
衛
中
少
将
が
担
当

す
る
、
華
や
か
な
役
職
で
あ
る⎠

₁₃
⎝

。『
延
喜
式
』
巻
六
「
斎
院
司
」
に

は
「
凡
斎
王
毎
年
四
月
中
酉
日
。
参
上
下
両
社
祭
」
と
あ
り
、
そ
の

一
行
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

勅
使
内
蔵
寮
五
位
已
上
官
一
人
。
近
衛
府
。
馬
寮
五
位
已
上
官

各
一
人
。︹
並
左
右
更
供
。︺走
馬
十
二
騎
。︹
左
右
近
衛
更
供
。︺

中
宮
。
東
宮
使
五
位
已
上
官
各
一
人
。
内
侍
并
命
婦
蔵
人
。
闈

司
各
一
人
。
中
宮
命
婦
。
蔵
人
各
一
人
。
自
余
准
初
度
四
月
禊
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儀
。
但
加
腰
輿
一
具
。
駕
輿
丁
四
人
。︹
事
見
儀
式
。︺

こ
れ
に
つ
い
て
丸
山
裕
美
子
氏
は
、「
賀
茂
祭
の
祭
使
は
、
延
喜
式

の
規
定
で
は
、
内
蔵
寮
・
馬
寮
・
近
衛
府
の
そ
れ
ぞ
れ
五
位
以
上
の

官
人
、
中
宮
・
東
宮
使
、
女
使
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、「
祭
使
の
中

で
も
平
安
中
期
以
降
近
衛
府
使
が
特
に
目
立
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
こ

と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
」
と
す
る⎠

₁₄
⎝

。
三
橋
正
氏
に
よ
れ
ば
、
春
日

祭
・
賀
茂
祭
に
お
い
て
、
本
来
は
内
蔵
寮
の
幣
を
奉
る
内
蔵
寮
使
が

祭
使
の
中
心
だ
っ
た
が
、
摂
関
期
に
は
、
内
蔵
寮
使
や
馬
寮
使
よ
り

も
、
近
衛
府
使
が
祭
使
の
中
心
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
単
に

「
祭
使
」
と
い
う
と
近
衛
府
使
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う⎠

₁₅
⎝

。

『
小
野
宮
年
中
行
事⎠

₁₆
⎝

』
に
は
「
仁
和
四
年
六
月
二
日
御
記
云
々
。

右
近
衛
中
将
時
平
其
児
也
。
被
充
賀
茂
祭
使
。
饗
近
衛
等
之
日
。
彼

大
臣
手
親
執
盃
与
近
衛
等
。
是
一
失
也
。」と
あ
る
。『
貞
信
公
記
抄
』

延
長
二
年
四
月
十
七
日
条
に
は
、「
少
将
（
藤
原
実
頼
）
祭
饗
、
於
東

五
条
行
之
」
と
あ
り
、
翌
日
の
還
饗
に
は
、「
使
少
将
已
下
」
に
酒
を

飲
ま
せ
た
と
あ
る
。『
小
右
記
』
永
祚
元
年
四
月
二
十
三
日
条
に
は
、

早
朝
に
実
資
が
太
政
大
臣
頼
忠
邸
に
行
き
、
頼
忠
の
子
・
公
任
の
祭

使
と
し
て
の
出
立
に
立
ち
会
っ
た
様
子
が
記
さ
れ
る
。
正
暦
四
年
四

月
十
五
日
条
で
は
、実
資
は
「
摂
政
殿
」
つ
ま
り
藤
原
道
隆
邸
に
「
摺

袴
」
を
送
っ
た
後
、「
午
時
」
に
自
身
赴
き
、
大
納
言
藤
原
朝
光
ら
多

く
の
公
卿
と
会
っ
て
酒
を
飲
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
道
隆
の
子
で
あ

る
右
中
将
隆
家
が
祭
使
を
務
め
て
い
る
た
め
で
あ
る
。『
御
堂
関
白

記
』
寛
弘
元
年
四
月
二
十
日
条
で
は
、
近
衛
府
使
の
も
と
に
舞
人
下

襲
を
、
典
侍
の
も
と
に
車
と
牛
を
送
っ
て
い
る
。
寛
弘
二
年
四
月
二

十
日
条
で
は
、
枇
杷
殿
の
西
の
対
か
ら
「
使
雅
通
」
を
出
立
さ
せ
て

い
る
。
寛
弘
三
年
四
月
十
四
日
条
は
「
土
御
門
従
東
対
出
立
、忠
経
」

と
あ
る
。寛
弘
四
年
四
月
十
九
日
条
に
は
、「
近
衛
使
頼
宗
従
東
対
立
」

と
あ
り
、
寛
弘
七
年
四
月
二
十
四
日
条
に
は
、
教
通
が
近
衛
府
使
を

務
め
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
出
立
儀
を
中
心
に
、
古

記
録
に
は
近
衛
府
使
に
関
わ
る
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る
。

文
学
作
品
に
お
け
る
賀
茂
祭
当
日
の
描
写
を
見
て
み
よ
う
。

Ａ　

か
く
て
、
殿
（
＝
源
正
頼
邸
）
よ
り
、
祭
の
使
出
で
立
ち

給
ふ
。
近
衛
府
の
使
に
は
中
将
の
君
（
＝
正
頼
三
男
祐
澄
）、
内

蔵
寮
の
使
に
は
内
蔵
頭
か
け
た
る
行
正
、
馬
寮
の
に
は
式
部
卿

の
宮
の
右
馬
の
君
と
出
で
立
ち
給
ふ
。

 

（『
う
つ
ほ
物
語
』「
祭
の
使
」
二
〇
三
頁⎠

₁₇
⎝

）

Ｂ　

近
衛
府
の
使
は
、
頭
中
将
（
＝
柏
木
）
な
り
け
り
。
か
の

大
殿
に
て
、
出
で
立
つ
所
よ
り
ぞ
人
々
は
参
り
た
ま
う
け
る
。

藤
典
侍
も
使
な
り
け
り
。
お
ぼ
え
こ
と
に
て
、
内
裏
、
春
宮
よ

り
は
じ
め
た
て
ま
つ
り
て
、
六
条
院
な
ど
よ
り
も
、
御
と
ぶ
ら

ひ
ど
も
と
こ
ろ
せ
き
ま
で
、
御
心
寄
せ
い
と
め
で
た
し
。
宰
相

中
将
（
＝
夕
霧
）、
出
立
の
所
に
さ
へ
と
ぶ
ら
ひ
た
ま
へ
り
。
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（
藤
裏
葉
③
四
四
七
頁
）

Ｃ　

春
日
の
使
の
少
将
（
＝
頼
通
）
は
中
将
に
な
り
た
ま
ひ
て
、

今
年
の
祭
の
使
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。
殿
は
、
一
条
の
御
桟
敷
の
屋

長
々
と
造
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
檜
皮
葺
、
高
欄
な
ど
い
み
じ
う
を

か
し
う
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
こ
の
年
ご
ろ
御
禊
よ
り
は
じ
め
、

祭
を
殿
も
上
も
渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
御
覧
ず
る
に
、
今
年
は
使
の

君
の
御
事
を
、
世
の
中
揺
り
て
い
そ
が
せ
た
ま
ふ
。
そ
の
日
に

な
り
ぬ
れ
ば
、
み
な
御
桟
敷
に
渡
ら
せ
た
ま
ひ
ぬ
。
殿
は
使
の

君
の
御
出
立
の
事
御
覧
じ
果
て
て
ぞ
、
御
桟
敷
へ
は
お
は
し
ま

す
。（
︙
中
略
︙
）
さ
し
も
あ
ら
ぬ
だ
に
、
こ
の
使
に
出
で
立
ち

た
ま
ふ
君
達
は
、
こ
れ
を
い
み
じ
き
こ
と
に
親
た
ち
は
い
そ
ぎ

た
ま
ふ
わ
ざ
な
れ
ば
、
ま
い
て
よ
ろ
づ
こ
と
わ
り
に
見
え
さ
せ

た
ま
ふ
。

 

（『
栄
花
物
語
』
巻
八
は
つ
は
な
・
寛
弘
二
年
①
三
七
〇
～
三
七
一
頁
）

Ｄ　

祭
の
日
の
事
も
、
例
の
事
な
り
。
近
衛
司
の
使
は
、
太
政

大
臣
の
御
孫
の
少
将
ぞ
か
し
。
権
大
納
言
の
御
子
よ
。
い
と
若

う
う
つ
く
し
き
さ
ま
に
て
、︙
（『
狭
衣
物
語
』
巻
三
②
一
五
三
頁
）

Ａ
は
近
衛
府
使
、
内
蔵
寮
使
、
馬
寮
使
の
三
人
を
描
く
が
、
近
衛

府
使
を
務
め
る
中
将
・
祐
澄
、
す
な
わ
ち
源
正
頼
の
息
子
で
あ
て
宮

の
兄
が
話
題
の
中
心
と
な
ろ
う
。
Ｂ
は
頭
中
将
で
あ
る
柏
木
が
近
衛

府
の
使
を
、
夕
霧
の
恋
人
・
藤
典
侍
が
内
侍
所
の
使
を
務
め
る
場
面

で
あ
る
。
柏
木
は
藤
原
氏
の
大
臣
の
息
子
と
し
て
、
将
来
を
嘱
望
さ

れ
て
い
る
。
Ｃ
は
、
藤
原
頼
通
が
賀
茂
祭
の
使
を
務
め
る
た
め
、
道

長
ら
が
そ
の
準
備
に
邁
進
す
る
様
子
で
あ
る
が
、
史
実
で
は
な
い
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
Ｄ
は
源
氏
の
宮
が
斎
院
と
し
て
初
め
て
参

加
す
る
祭
の
場
面
で
、
こ
の
「
少
将
」
は
洞
院
の
上
の
父
太
政
大
臣

の
孫
、狭
衣
と
一
品
宮
と
の
噂
を
流
し
た
権
大
納
言
の
息
子
で
あ
り
、

こ
の
場
面
限
り
の
人
物
で
あ
る
。

Ｃ
が
道
長
の
息
子
の
晴
れ
舞
台
と
し
て
大
き
く
描
か
れ
る
の
に
対

し
、
Ａ
、
Ｂ
、
Ｄ
で
近
衛
府
使
が
語
ら
れ
る
こ
と
に
は
物
語
的
な
必

然
性
は
薄
い
。
け
れ
ど
も
、
物
語
的
な
必
然
性
が
な
く
と
も
賀
茂
祭

の
場
面
に
お
い
て
近
衛
府
使
に
つ
い
て
言
及
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
賀
茂
祭
と
い
え
ば
近
衛
府
の
使
、
と
い
う
認
識
の
強
さ
を
示
し

て
い
よ
う
。

こ
う
し
た
、
源
氏
物
語
の
他
の
巻
も
含
め
た
文
学
作
品
に
お
け
る

賀
茂
祭
の
描
写
と
は
異
な
り
、
葵
巻
の
祭
当
日
の
場
面
に
は
祭
の
使

が
登
場
し
な
い
。
光
源
氏
と
紫
の
上
と
の
見
物
お
よ
び
源
典
侍
と
の

や
り
と
り
が
語
ら
れ
る
の
み
で
、
見
物
の
対
象
で
あ
る
行
列
自
体
は

描
か
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、『
落
窪
物
語
』
を
見
て
も
、
ま
た
『
小
右

記
』
な
ど
で
も
、
見
物
の
側
だ
け
が
描
か
れ
て
見
物
の
対
象
が
描
か

れ
な
い
こ
と
は
ま
ま
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
葵
巻
で
は
、
祭
当
日
の
行

列
が
描
か
れ
な
い
代
わ
り
に
御
禊
の
日
の
行
列
が
描
か
れ
て
い
る
こ
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と
に
注
意
し
た
い
。

こ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
の
は
、
葵
巻
の
御
禊
の
日
の
光
源
氏
ら
上

達
部
供
奉
の
描
写
が
、
賀
茂
祭
当
日
の
祭
の
使
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り

た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
光
源
氏
は
近
衛

大
将
で
あ
り
、
祭
の
使
を
近
衛
中
少
将
が
務
め
る
こ
と
が
連
想
さ
れ

る
。
通
常
描
か
れ
る
祭
の
使
の
姿
を
、
御
禊
の
日
の
勅
使
の
上
達
部

と
い
う
形
に
作
り
替
え
た
た
め
に
、
敢
え
て
祭
当
日
に
は
祭
の
使
の

描
写
を
避
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
新
斎
院
御
禊
の
大
将
供
奉
の
一
回
性

こ
こ
ま
で
、
葵
巻
の
御
禊
の
日
の
行
列
へ
の
光
源
氏
の
供
奉
が
、

上
達
部
供
奉
の
規
定
に
基
づ
く
と
は
い
え
、
例
年
の
祭
の
日
に
お
け

る
少
中
将
の
近
衛
府
の
イ
メ
ー
ジ
を
借
り
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

考
え
た
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
御
禊
の
日
の
行

列
の
光
源
氏
が
描
か
れ
る
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
み
た
い
。

源
氏
物
語
以
前
に
、
新
斎
院
の
紫
野
院
入
り
前
の
御
禊
の
上
達
部

供
奉
を
、
こ
の
葵
巻
の
光
源
氏
の
よ
う
に
華
や
か
に
描
い
た
例
は
見

当
た
ら
な
い
。
源
氏
物
語
以
後
で
も
、
斎
院
交
替
が
詳
し
く
語
ら
れ

る
『
狭
衣
物
語
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
描
写
は
見
ら
れ
な
い⎠

₁₈
⎝

。
供
奉

の
規
定
及
び
史
実
が
あ
る
と
は
い
え
、
物
語
で
新
斎
院
御
禊
の
上
達

部
供
奉
を
「
見
も
の
」
と
し
て
描
く
こ
と
は
、
源
氏
物
語
独
自
の
も

の
な
の
で
は
な
い
か
。

そ
も
そ
も
、
葵
巻
の
斎
院
交
替
は
、
一
般
に
は
桐
壺
帝
か
ら
朱
雀

帝
へ
の
代
替
わ
り
に
伴
う
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
す
で

に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に⎠

₁₉
⎝

、
天
皇
の
代
替
わ
り
に
伴
っ
て
交
替
す

る
斎
宮
と
は
異
な
り
、『
延
喜
式
』
の
規
定
に
反
し
て
、
斎
院
の
交
替

が
天
皇
の
代
替
わ
り
と
連
動
す
る
の
は
、
そ
の
代
替
わ
り
が
天
皇
の

崩
御
に
よ
る
場
合
、
つ
ま
り
斎
院
に
と
っ
て
父
な
ど
の
喪
と
な
る
場

合
に
ほ
と
ん
ど
限
ら
れ
て
い
る
。
源
氏
物
語
中
で
も
、
朝
顔
斎
院
は

朱
雀
帝
か
ら
冷
泉
帝
へ
の
代
替
わ
り
に
伴
っ
て
退
下
す
る
こ
と
は
な

い
。
こ
の
葵
巻
の
斎
院
交
替
は
、
今
回
の
代
替
わ
り
と
関
係
な
く
た

ま
た
ま
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
生
じ
た
も
の
だ
と
も
、
天
皇
の
譲
位
で

は
斎
院
は
交
替
し
な
い
実
態
を
無
視
し
た
も
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
崩
御
を
伴
わ
な
い
桐
壺
帝
か
ら
朱
雀
帝
へ
の

代
替
わ
り
で
は
そ
の
必
然
性
が
な
い
に
も
関
わ
ら
ず
葵
巻
が
斎
院
交

替
を
描
く
の
に
は
、
意
図
的
な
も
の
を
感
じ
る
。
新
斎
宮
で
あ
る
秋

好
と
の
対
比
は
大
き
な
要
素
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
新
斎
院
の
二
度
禊
と
い
う
ま
れ
な
状
況
を
作
り
出
す
こ
と
で
、

例
年
の
賀
茂
祭
の
延
長
上
に
あ
り
な
が
ら
も
例
年
と
は
異
な
る
華
や

か
な
舞
台
を
、
新
し
く
大
将
と
な
っ
た
光
源
氏
に
用
意
し
た
の
だ
と

考
え
た
い
。

葵
巻
御
禊
の
日
の
光
源
氏
の
晴
れ
姿
は
、
紅
葉
賀
、
花
宴
の
際
の
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光
源
氏
の
麗
姿
に
連
な
る⎠

₂₀
⎝

一
方
で
、
朱
雀
帝
の
御
代
に
お
い
て
は
、

桐
壺
院
の
影
響
力
の
大
き
い
中
で
の
最
初
で
最
後
の
晴
れ
姿
で
も
あ

る
。
後
に
朱
雀
帝
治
世
下
で
政
治
的
没
落
を
味
わ
う
光
源
氏
が
、
こ

こ
で
は
朱
雀
帝
の
同
母
姉
妹
の
斎
院
御
禊
に
供
奉
し
、
朱
雀
帝
治
世

の
栄
華
を
支
え
て
い
る
。
光
源
氏
、
弘
徽
殿
大
后
、
朱
雀
帝
が
対
立

せ
ず
朱
雀
帝
御
代
を
支
え
合
っ
て
い
る
今
の
状
況
は
、
や
が
て
失
わ

れ
る
不
確
か
な
も
の
で
あ
る
。
毎
年
登
場
し
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を
持

た
れ
て
い
る
祭
の
使
で
は
な
く
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
つ
つ
、

二
度
禊
の
日
の
上
達
部
供
奉
と
い
う
語
ら
れ
る
こ
と
の
少
な
い
も
の

の
中
に
大
将
と
し
て
の
光
源
氏
の
姿
を
描
く
こ
と
の
一
回
性
は
、
こ

こ
で
の
光
源
氏
の
麗
姿
が
希
有
な
状
況
に
支
え
ら
れ
、
当
面
は
華
や

か
で
あ
る
が
は
か
な
さ
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
と
連
動
し
て
い
る

の
で
は
な
い
か⎠

₂₁
⎝

。

さ
ら
に
、
六
条
御
息
所
の
物
語
に
と
っ
て
も
、
光
源
氏
の
晴
れ
姿

の
描
か
れ
る
場
面
が
御
禊
の
日
で
あ
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
っ
た
。

光
源
氏
の
晴
れ
姿
を
見
て
物
思
い
を
深
め
る
六
条
御
息
所
の
心
情

は
、「
影
を
の
み
み
た
ら
し
川
の
つ
れ
な
き
に
身
の
う
き
ほ
ど
ぞ
い
と

ど
知
ら
る
る
」（
葵
②
二
四
頁
）、「
定
め
か
ね
た
ま
へ
る
御
心
も
や
慰

む
と
立
ち
出
で
た
ま
へ
り
し
御
禊
河
の
荒
か
り
し
瀬
に
、
い
と
ど
よ

ろ
づ
い
と
う
く
思
し
入
れ
た
り
」(

葵
②
三
一
頁
）
な
ど
と
、
古
今

集
歌
「
恋
せ
じ
と
御
手
洗
川
に
せ
し
禊
神
は
受
け
ず
ぞ
な
り
に
け
ら

し
も
」（
古
今
、
恋
一
、
五
〇
一
）
や
そ
の
歌
を
含
む
『
伊
勢
物
語
』

六
五
段
（
第
五
句
「
な
り
に
け
る
か
な
」）
を
引
用
し
て
語
ら
れ
て
い
た
。

禊
ぎ
に
よ
っ
て
恋
を
醒
ま
そ
う
と
す
る
が
、
か
え
っ
て
物
思
い
を
増

す
、
と
い
う
古
今
集
引
用
、
伊
勢
物
語
引
用
の
た
め
に
、
車
争
い
は

御
禊
の
日
に
起
こ
る
必
要
が
あ
っ
た
。
御
禊
の
日
に
女
が
男
主
人
公

を
行
列
の
中
に
眺
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
御
禊
の
日
は
例
年
で
は
な

く
新
斎
院
の
紫
野
院
入
り
前
の
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
葵
巻
の
御
禊
の
日
の
光
源
氏
は
、
新
斎
院
の
紫
野

院
入
り
前
の
御
禊
へ
の
上
達
部
供
奉
と
し
て
、他
の
物
語
で
の
御
禊
、

祭
へ
の
君
達
の
供
奉
の
描
写
と
は
異
彩
を
放
っ
て
い
た
。
し
か
も
上

達
部
供
奉
は
納
言
、
参
議
の
仕
事
で
あ
る
が
、
近
衛
中
少
将
が
務
め

る
祭
の
使
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
あ
た
か
も
近
衛
大
将

と
し
て
の
資
格
で
行
列
に
加
わ
っ
て
い
る
か
の
ご
と
き
印
象
を
与

え
、
そ
の
華
や
か
さ
を
強
め
た
。
こ
れ
は
、
朱
雀
朝
下
で
の
最
後
の

晴
れ
姿
と
し
て
、
か
つ
、
六
条
御
息
所
の
古
今
集
引
用
、
伊
勢
物
語

引
用
に
基
づ
く
物
思
い
を
可
能
に
す
る
も
の
と
し
て
、
特
に
注
意
深

く
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
二
度
禊
へ
の
上
達
部
供
奉
は
規
定

が
あ
る
た
め
に
、
そ
こ
で
納
得
し
て
し
ま
い
が
ち
だ
が
、
他
の
物
語

や
古
記
録
の
描
写
と
見
比
べ
て
み
る
と
、
い
か
に
こ
れ
が
通
常
の
描

写
と
は
異
な
る
、
葵
巻
の
光
源
氏
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
一
回
的
な
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も
の
で
あ
っ
た
か
が
、
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

︻
注
︼

（
1
）『
源
氏
物
語
』『
栄
花
物
語
』『
狭
衣
物
語
』『
大
鏡
』
の
引
用
は
、『
新

編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
拠
り
、
巻
名
・
巻
数
・
頁
数
を
示
し
た
。

な
お
、
私
に
句
読
点
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
2
）
鈴
木
日
出
男
「
車
争
い
前
後
―
―
六
条
御
息
所
と
光
源
氏
（
一
）」（
同

『
源
氏
物
語
虚
構
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
。
初
出
は
一
九

八
〇
）

（
3
）
伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
第
１
巻　

松
永
本
花
鳥
餘
情
』（
桜

楓
社
、
一
九
七
八
）

（
4
）
原
田
芳
起
氏
「
源
氏
物
語
年
立
論
へ
の
疑
い
―
―
葵
の
巻
前
後
の
部

分
構
図
に
つ
い
て
―
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
六
〇
・
五
）
は

年
立
論
の
立
場
か
ら
、
葵
巻
の
御
禊
を
初
斎
院
入
り
前
の
も
の
（
初

度
禊
）
と
読
む
べ
き
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
無
理
が
あ
ろ
う
。
今
井

上
氏
「『
源
氏
物
語
』
の
死
角
―
―
賀
茂
斎
院
考
」（『
国
語
国
文
』
二

〇
一
二
・
八
）、
浅
尾
広
良
氏
「
朱
雀
帝
御
代
の
始
ま
り
―
―
葵
巻
前

の
空
白
の
時
間
と
五
壇
の
御
修
法
―
―
」（『
大
阪
大
谷
国
文
』
二
〇

一
四
・
三
）
は
、
紫
野
院
入
り
前
の
御
禊
（
二
度
禊
）
と
読
む
べ
き

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

（
5
）
儀
子
内
親
王
は
貞
観
元
年
十
二
月
二
十
五
日
（
三
代
実
録
）、
穆
子
女

王
（
内
親
王
）
は
元
慶
六
年
七
月
二
十
四
日
（
三
代
実
録
）、
直
子
女

王
は
寛
平
元
年
九
月
二
十
三
日
（
日
本
紀
略
）、
君
子
内
親
王
は
寛
平

五
年
六
月
十
九
日
（
日
本
紀
略
）、
婉
子
内
親
王
は
承
平
二
年
九
月
二

十
五
日
（
貞
信
公
記
抄
）、
尊
子
内
親
王
は
安
和
元
年
十
二
月
二
十
七

日
（
日
本
紀
略
）、
選
子
内
親
王
は
貞
元
元
年
九
月
二
十
二
日
（
日
本

紀
略
）。

（
6
）『
延
喜
式
』
の
引
用
は
国
史
大
系
に
よ
る
。

（
7
）『
西
宮
記
』『
北
山
抄
』『
江
家
次
第
』
の
引
用
は
『
改
訂
増
補
故
実
叢
書
』

に
よ
る
。

（
8
）
以
下
、
六
国
史
お
よ
び
『
日
本
紀
略
』
の
引
用
は
国
史
大
系
に
よ
る
。

（
9
）『
貞
信
公
記
』『
小
右
記
』『
御
堂
関
白
記
』
の
引
用
は
、
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
編
『
大
日
本
古
記
録
』
に
よ
る
。

（
10
）
浅
尾
氏
前
掲
論
文
は
初
度
禊
と
す
る
が
、
今
井
上
「『
源
氏
物
語
』
賀

茂
斎
院
劄
記
―
―
付
・
歴
代
賀
茂
斎
院
表
」（『
専
修
国
文
』
二
〇
一

五
・
一
）
は
二
度
禊
と
読
む
べ
き
こ
と
を
論
じ
る
。

（
11
）『
狭
衣
物
語
』
巻
二
に
は
、
斎
院
と
な
っ
た
源
氏
宮
の
初
斎
院
入
り
と

お
ぼ
し
き
場
面
が
見
ら
れ
る
（
新
全
集
は
大
弐
邸
へ
の
渡
御
と
す
る

が
、
所
京
子
「『
狭
衣
物
語
』
に
み
る
斎
院
の
史
的
考
察
」
同
『
斎
王

の
歴
史
と
文
学
』
国
書
刊
行
会
、二
〇
〇
〇
：
初
出
は
一
九
八
一　

は
、

初
斎
院
渡
御
と
す
る
）
が
、「
つ
と
め
て
よ
り
上
達
部
・
君
達
よ
り
は

じ
め
、
世
に
あ
る
人
参
り
集
ま
り
て
」（『
狭
衣
物
語
』
巻
二
①
二
八
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二
頁
）
と
邸
へ
の
人
々
の
集
合
は
語
ら
れ
る
も
の
の
、
行
列
を
人
々

が
眺
め
て
い
る
よ
う
な
場
面
は
見
ら
れ
な
い
。

（
12
）
こ
の
『
大
鏡
』
の
記
述
は
、
必
ず
し
も
史
実
に
即
し
た
も
の
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
保
坂
弘
司
『
大
鏡
全
評
釈
上
巻
』（
學
燈
社
、
一
九

七
九
）は「
頼
通
が
兵
衛
佐
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
は
い
つ
か
、『
公
卿
補
任
』

に
も
記
録
が
な
い
」
と
し
、
河
北
騰
『
大
鏡
全
注
釈
』（
明
治
書
院
、

二
〇
〇
八
）
は
さ
ら
に
、「
頼
通
は
兵
衛
佐
に
任
じ
た
記
録
は
な
い
。

長
保
年
間
で
あ
る
と
、
こ
じ
つ
け
た
か
」
と
す
る
。
橘
健
二
・
加
藤

静
子
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

大
鏡
』（
小
学
館
、
一

九
九
六
）
は
、『
小
記
目
録
』
巻
五
「
賀
茂
祭
事
」「
長
保
五
年
（
一
〇

〇
三
）
四
月
十
二
日
、
頼
通
、
自
斎
院
、
令
給
御
衣
事
」
を
指
摘
す
る
。

（
13
）
大
津
透
氏
は
、「
近
衛
次
将
の
公
卿
候
補
生
と
し
て
の
華
や
か
な
活
躍

に
勅
使
が
あ
り
、
と
く
に
春
日
祭
・
賀
茂
祭
な
ど
に
お
け
る
走
馬
を

供
す
る
近
衛
府
使
が
注
目
さ
れ
る
（
こ
れ
が
一
般
に
祭
使
と
称
さ
れ

る
）」
と
述
べ
る
（
大
津
透
『
道
長
と
宮
廷
社
会
』
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
〇
〇
九
：
原
二
〇
〇
一
）。

（
14
）
丸
山
裕
美
子
「
平
安
時
代
の
国
家
と
賀
茂
祭
―
―
斎
院
禊
祭
料
と
祭

除
目
を
中
心
に
―
―
」（『
日
本
史
研
究
』
一
九
九
〇
・
一
一
）

（
15
）
三
橋
正
「
摂
関
期
の
春
日
祭
―
―
特
に
祭
使
と
出
立
儀
・
還
饗
に
つ

い
て
―
―
」（
同
『
平
安
時
代
の
信
仰
と
宗
教
儀
礼
』
続
群
書
類
従
完

成
会
、
二
〇
〇
〇
：
初
出
は
一
九
八
六
）

（
16
）『
群
書
類
従
』
第
六
輯
公
事
部

（
17
）『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
は
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

全　

改

訂
版
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
〇
一
）
に
よ
る
。

（
18
）
第
五
節
で
引
用
し
た
『
狭
衣
物
語
』
の
源
氏
宮
の
初
め
て
の
賀
茂
祭

参
加
場
面
の
直
前
に
は
、
紫
野
院
入
り
の
た
め
の
御
禊
が
描
か
れ
て

お
り
、
そ
の
時
狭
衣
は
大
将
で
あ
る
。
し
か
し
狭
衣
は
源
氏
の
宮
の

出
立
を
世
話
し
、
賀
茂
の
河
原
で
の
祓
も
見
て
い
る
ら
し
く
読
め
る

け
れ
ど
も
、
行
列
に
供
奉
し
た
と
読
め
な
い
。

（
19
）
堀
口
悟
「
斎
院
交
替
制
と
平
安
朝
後
期
文
芸
作
品
―
―
『
狭
衣
物
語
』

を
中
心
と
し
て
―
―
」（『
古
代
文
化
』
一
九
七
九
・
一
〇
）

（
20
）篠
原
昭
二「
葵
・
賢
木
の
巻
の
場
合
―
―
光
源
氏
の
運
命
と
行
為
―
―
」

（
同
『
源
氏
物
語
の
論
理
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
：
初
出
は

一
九
七
二
）

（
21
）
須
磨
巻
の
須
磨
下
向
を
目
前
に
し
た
桐
壺
院
の
墓
参
の
場
面
で
、「
か

の
御
禊
の
日
仮
の
御
随
身
に
て
仕
う
ま
つ
り
し
右
近
将
監
の
蔵
人
」

（
須
磨
②
一
八
〇
頁
）
に
よ
っ
て
葵
巻
の
御
禊
が
回
想
さ
れ
て
い
る
こ

と
も
思
い
起
こ
さ
れ
る
。


